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フランス国民議会の現在  
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井 上 武 史  

l，本書の題名の《L’Assernbleenationale》とは，二院制を採用するフランス議会におけ  

る卜院（日本の衆議院に相当する）のことであり．わが国では「匡l民言義会」と呼ばれてい  

る。実のところ，この名称は古くフランス革命にまで遡る。1789年5月，ヴェルサイユで  

およそ170年ぶりに招集された全国三部会が議決方法を巡って行き詰まると，第三身分は6  

月17日，シュイエスなどの主導により国民議会の設立を貰言した。憲法制定まで解散しな  

いことを誓った6月20口の球戯場の誓いには，国民議会の名が登場する、，もっとも．議会  

全盛期だった第3共和制では．国民議会とは両院合同会議のことを指し，議会F院は代議  

院（Chambre des deput6s）と呼ばれていた。しかし，1946年の第4共和制憲法，その後  

の1958年の現行第5共和制憲法によって，国民議会は議会下院として位置づけられるよう  

になった。同議会は現在，パリ市セーヌ河畔のブルボン宮殿を本拠としている。   

本書は，フランス国民議会の現在の資を描くものであるが，その紹介にあたっては書き  

手もまた垂壌な意味をもっている。著者ベルナール・アコイエ氏は，1945年リヨン生まれ  

の医師であったが，1989年にオート■サヴ寸ア県のアヌシー・ル・ヴイユー市長に選出さ  

れたことを皮切りに．政i百家としての道を歩み始める。1993年には共和国連合（RPR）の  

国民議会議員として初当選し，この時より国会議員職と市長職とを兼務している（現在と  

もに4期日である）。その後，2004年から2007年まで国民運動連合（UMP）の党首を務め，  

2007年6日，第14代国民議会議長に選出され現在に至っている。なお，憲法に関する著書  

として，Dominique Chagnollaudet al．．I，eS50ansdela Co71∫tl■tutz’L＞1］：1958－2008，I－itec，  

2008などがあり，また同氏は憲法・議会関係のシンポジウムにおいても報告者やコメン  

テーターとして積極的に■発言を行っている。   

本書の目的は2つある。第一は，国民議会の役割や議員の仕事を国民に伝えることであ  

る。2008年7月23日の憲法改正とそれに伴う2009年の議院規則改正によって，議会の組織・  

運営のルールは大きく変更されたし〕このため，従来の解説書では，現在の国民議会を理解  

するには不十分である。したがって，現職議長の手になる本書は，新たな議会制直につい  

ての最良の導きの害となるであろう（なお専門書としては，アヴリル教授とジッケル教授  
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による体系苦『議会法』の第4版が2010年に刊行された。PierreAvril＝JeanGicquel．Drol－t  

J）arlementatre，4LJed．Montchrestien．2010）。節二の目的は，凶民議会やその議員に関す  

る誤解や俗説を解くことである、「そもそも本吉は，dId6esrecues》シリーズの一L一書とLて  

著された。≪Ideesrecues》とは「偏見，先入観」という意味であり，これについては，19  

世紀後半のフランス社会における様々な定義ヤアフォリスムを辞典というかたちで集成し  

たG．フローベール（柑21～1880年）のβヱ■〔・如）7J7〝～γPdビ∫7■〟βビ∫γどぐ〟gぶ（1913年。小倉孝誠  

訳『紋切型辞典」＝首波文庫）が有名であるっ しかし，本シリーズの目的は，同じ辞典の現  

代版を作ることでない∩ むしろフローベールの意凶とは反対に，著者が人口に胎灸してい  

る偏見や先入観を・つずつ収り上げて，それが必ずしも的を射たものでないこと，さらに  

は誤解であることを客観的に明らかにするというスタイルをとっている。もちろん，本書  

の叙述もそれに倣っていることは言うまでもない、  

最初に本書の全体を概観しておこう〔」本書は，第1部「議員は特権階級なのか？」，第2  

部「国民議会は手の届かないところか？」，第3部「議会の仕事は見掛け倒しか？」の3部  

からなり，それぞれに読者の興味に訴えるテーマが配置されている。いくつか思いつくま  

まに挙げると．「議員には多額の金銭が支払われており，また議員は多くの利益を享受して  

いる」（第1部第1章）．l議員は社会を反映したものではない」（同第5章），「政治家階級  

は実社会とは切断されている」（同第6章），「議会には多額の費用がかかっている」（第2  

郡第1章）．「本会議場は常に空席だらけであり，議員は働いていない」（同第4章），「議会  

は旧態依然の方法で運営されている」（第3部第1章），「議会はもはや追認機関に過ぎず，  

政府を統制する手段をもたない」（l司第2章）、などである。このように見ると，日本でも  

近軋 国会や議員に対して同じような批判が向けられていることに気づく 「）そして日本人  

の許者としては，フランスでも議会に対して国民から同様の批判が提起されていることを  

知り，少し安堵させられる。しか」，それ以上に興味深いのは，こうLた世の「Tlの先入観  

や偏見に対して，フランスl玉】民議会の現職試技がどのように応答しているかにある。そこ  

で以下では．口本の問題状剰二も照らして，いくつかのトピックを拾い上げて紹介Lてみ  

たい．。  

2．（a）まず冒頭の「議員には多額の金銭が支払われており，また議員は多くの利益を享  

受している」というトピックを取り上げてみたいし∴数ある問題の中で，本書が議員歳費の  

問題から始めていることは興味深い〔〕この点は，近年の日本でも問題とされているところ  

なので，ここでは具体的な数字を含めて少し詳しく見てみよう。   

フランスの国民議会議員の歳費は，甘港本給与，（才仕屠手当，穏職務手当の3つの部分  

からなる。二のうちG〕基本給与の額は，一般公務員とは区別される上級公務員の給与体系  

上，最も少ない額と赤も多い額との中間の祈とされており，具体的にはり額5，487．25ユー  

ロ（約65万円。1ユーロを120円とLで計算し、以「同じ。）である。次に住居手当は基本給  

与の3％をあてるものとされ，月額164．62ユーロ（約2カ「1j）が支給される。さらに職務  

手当として，基本給与と住尻手当の合計の25％にあたる1，412．97ユーロ（約17万円）が毎  
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月支払われる。これらを合わせると議員は毎日7，064．84ユーロ（約85フJ門）の金銭の支払  

いを受けることになる。これは，‖本の国会議員の歳費月額が129万7千円（凶会議眉の歳  

費，旅費及び手当等に関する法律1条）であることと比べると少ない額である。このうち，  

税金や年金を差し引くと，実際の手取りは月額5，261．01ユーロ（約62力H）になる。国民  

議会議員にはこの他に秘書，交通賀，交際費など職務遂行のため〝）費用として月額5．884．91  

ユーロ（約717ブPl）が支払われる。これについても，口本の国会議員が受ける文書通信交  

通滞在費が月板100方円である（前掲法9条）のと比較すると少ないことがわかる。さら  

に．国民議会議員は，1人から5人まで秘書を雇うことができ，その費用として毎月9，093  

ユーロ（約110万円）が支給される。議員に事務所が割り当てられる点は日本と同じである  

が，議員宿舎は存在しない。その代わりに先に挙げた基本給与の3％にあたる住居手当が  

支払われることになっている。それでは，交通∃割こついてはどうか。議員には選挙区とパ  

リとの往復旅費が年間40回まで支給さjL，パリ以外の郁苗と選挙区との往復旅費が年間6  

回まで支給される。もちろん，公共交通機関での移動に際しては→等席を利用してはなら  

ない。また．議員には独nの社会保障制度十年金制度もあり，退職後受け取る年金額は平  

均で月蝕約2，400ユ・ロ（約29フ什J）であるLつ   

以上が，フランスの国民議会議員が毎月受け取る金銭の内訳である。そこで問題は，「多  

額の金銭」とされるこうした議員歳費と皐至費について．どのような正当化が与えられてい  

るかである。この点につき，本書は他国の議員歳費との比較でもって応えている。まず，  

アメリカでは議員歳費が日額13，800ドル（約124万H）であること，次いでドイツでは7，668  

ユーロ（約92ノブ円）の歳費と毎月3、782ユーロ（約45創刊の経費が支給されている事実が  

示される。その」二で「上宝主上尭．社会の多様性，独立性を維持するものとして，フランス  

の議員の給つ・と特典は，議員がその職務を申し分ない条件で遂行することを可能にする」  

（19頁）と述べられている。また．民間企業の経営者と比較しても，議員歳費の街はそれ  

ほど多いものではないという。このようにして，国民議会議員が得る歳費は，他の先進国  

の議員や民間企業の堪常者と比べても「極めて合理的なものにとどまっている」（同頁）と  

の結論が導かれている。  

（b．）次木∴国民議会が現実の社会を反映した構成になっていないのではないか．という  

疑問を取り上げる。まず現在の所属議員を年代別に分けてみると，577名の現職議員の中  

で．20・30歳代が16人，40歳代が111人，50康代が227人，60歳代が199人，70歳が24人と  

なっており，全体の約40％が50歳代の議員である。また性別で見ると，女性議員の数は114  

人であり全体の約18．5％を占めているに過ぎない（口本の衆議院において女惟議員が占め  

る割合は11．3％であり，フランスよりさらに少ない）。このような比率は，たしかに社会の  

構成を反映したものとは言えないであろう。しかし，著者は，こうした比率を是正する措  

置としてのクオ←夕削（人数割当制）には反対である。，それは次のような理拝＝二より正当  

化されている。、「議員は国民の代表者なのであって，特定の集乳性別，年代の代表者では  

ない。議員はまさに多様性を有する全ての匡1民から負託を受けているのである。クオータ  

制に触ることは，共和国の強さと－一体性を形作るこの普遍的な観念を傷つけることになる  
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であろう」（40頁．），と。   

同じく議員と社会との関係で問題となるのは，議員の出身母体である。2008年現在で最  

も多いのは，管理職・托術者の114人 こ19．7％）であり，その後，公務員87人（15＿0％），  

教員87人（15．0％），医師45人（二7．7％、），弁護十37人（6．4％），企業経営者28人（4．8％），  

労働者22人（3．8％），農業者16人（二2．79も），ジャーナリスト7人（、1．2％）と続く（その他  

は112人）。こうした数字を根拠として．著者は「議員職が生業として獲得されたものでな  

いことを思い起こす必安がある。多くの議員にとって．国民議会に至る前掛二は職業生活  

があるのだ」（43頁）と指摘するぐ，また，エリート中のエリートであるENA（国立行政学  

院）出身者についても，2007年現在30人に過ぎず，全体の5．2％を占せているに過ぎないこ  

とが示され，エリート支配でないことが強調されている。  

（〔：、】フランスの国会議員がその在職「tりこしばLば他の公職を兼ねていることは，エく知  

られている。さすがに，他院の同会議貞との兼職や欧州議会議員との兼職は認められてい  

ないが（さらに，憲法57条により憲法院判事との兼職も禁じられている），地方首長職とり  

わけ市長職との兼職を行っている国会議員は多い〕たとえば，シラク前大統領が国民議会  

議員さらには首相在任ヰ咤パリ市長（在任期間二1977年、】995年）を兼任していたことは  

有名であり，さらに，先に紹介Lたように，本吉の著者であるアコイエ議長も議員と市長  

との兼職を現在に至るまで続けている。このような兼職の慣行は，日本とは事情が大きく  

異なっているだけに，私たちの興味を惹くテーマである㌧、もっとも，国会議員の兼職は近  

年フランスでも問題視されており，だからこそ本書でもこの間題が取l）上げられている。  

このノ如こついて，著者はまず2000年りj5「ての憲法附属法律によって，現在，回会議員の  

兼職が特定の職に限定されているという耳巨夫を捉ホするu Lかしそれでも，2009年現在で，  

270人の同氏議会議員が市長職を兼任している事実には驚かされる。そこで今口では，兼職  

の制限ではなく、兼職そのものの妥斗性が疑問禍されている′その批判としては，第一に  

国会議員個人レベルの間絶として，兼職によって議員は多鰊の報酬を得ているのではない  

かということ，第二に一一般的な問題として，地方行政職との兼職は国会議員の独立性の点  

からふさわしくないこと，が挙げられている。   

ニうした批判に対して，現職議長はどのようなk論を試みているのか（、まず，前者の報  

酬の一【うこについては，1992年2月25日の憲法附属法律により，兼職によって受け取る報酬は，  

議員の基本給与の2分の1を超えてはならない旨フEめられていることが示され，兼職によ  

り受け耽る報酬は悪評を得るほどのものではないと反論している。他九 独立性批判の要  

点は，たとえば，■市長職を兼任している川会議削二ついていえば，国レベルでは政府を統  

制する立場にある団会議眉が，地方レベルでは当の行政を行う当事者ではないか，という  

点にある。この批判については，第一に国会議員が兼職により政府や地方R治体の影響を  

受けるとしても，予算を議決し法律を採択するのは国会議員自身であること，第二に国会  

議員は政党や会派，さらには選挙Fの地方自治体から絶えず安求ヤ陳情を′受けるのであi），  

政府からの独立だけを問題視するのは不1であること，さらに第二に，国会議員が市長職  

の経験により社会の現実を知る立場にあることは，現実の審議においても抽象的な議論を  
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排することができる点でメリットがあi），むlノろ必要なのだという理由がホされているu  

そして，著者は最後に次のように述べて締めくくっている。「有権者は騙されてはいない。  

というのも．すでに地方で公職を待ている候補者を選挙において支持したのは，最終的に  

は有権者自身だからである」（28頁）。   

これほどまでに兼職が正当化されるフランスに対Lて，日本ではその状況が大きく異な  

る。制度上，国会議員の地方公共酬奉公務貞との兼業が包括的に禁」Lされごいるだけでな  

く（国会法39条）．さらに国会議員はその地位のままでは立候補すらできない（公職選挙法  

90条J。仮に兼職が可能であったとしても∴政治家がそうLた「二足の草鞋」を穿くことに  

対する国民の視線は冷たい（最近でも，長野県知事が国政選挙のために新政党を設立L知  

事在職中のままその代表に就任したが，県民の支持を得られなかった）。このような遠い  

は，各々の国の政治文化に基づくものであろう。また．わが国では東京都知事が毎日登庁  

しないことが批判されるように，国民が政治家に何を求めているかという問題もある。し  

かし，政治的資質・能力を持った者が限られているのだとすると，政治職の兼務には一定  

の合理性が認められるのではないか。少なくとも，失職Lなければ立候補すらできないと  

いう日本の現行制度は，早急に改善されるべきではないか。  

3．本番の問題点をあえて挙げるならば，国民が感じる素朴な疑問に対して，著者が塊状  

肯定的な応答に終始していることである。現職議長という謀場を考えると，仕方がないの  

かもしれない。Lかし．婁要なのは著者の示した応答そのものについてではない。．むしろ，  

それをフランス国民がさらには同じような問題を抱える［」本の読者がどのように受けとめ  

るかであろう。口本でも国会や議員に対する批判が高まる硯礼 私たちは，本書を手掛か  

りに同じような問題について，客観的な論拠に卓二脚Lて冷静に考えてみる必要があるので  

はないか∪   

なお最後に，評者が気になったノ卓二を－・つだけ挙げておきたい。それは，近年Ll本でよく  

言われる議員定数削減問題について，本書では▲切紙れられていないことである。フラン  

スでは約6－500万人の人口に対して，577名の酎民議会議員が存在する。他方で，フランス  

の人「】のほぼ倍に当たる約1億3．000万人を抱える日本にほ，480幸一の衆議院議員しかいな  

い。単純に人口比で考えるならば，フランスの下院議員は日本の衆議院議員より2倍以上  

多い計算になる（なお，フランスの上院議員は343人である（2011年からは348人））。にも  

かかわらず．日本において定数削減が声高に叫ばれ，フランスでそうでないのはなぜか。  

それは．政治（家）に対する信頼の遠いに由来するのだろうか〔ノ この間諸について，私た  

ちには自前の思考が求められよう（一   

本禍では取り上げなかったが．本書第3部は2008年憲法改正後の新たな議会制度を要領  

よく解説Lたものであり，その概要を短時間で掴むのに便利である。また，本書の巻末に  

は．議会史年末や議会用語の解説さらには詳細を知りたい読者のために文献一覧も挙げら  

れている。その意味でも，本書はフランス国民議会の1年実を知るための最良の人門番であ  

る。  
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